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「県大から発信する食の安全・安心」

 日時　平成 28年 5月 28日（土）
 会場　野々市市情報交流会館カメリア

1．はじめに
「食品添加物は極悪非道？」書店の食品本の
売り場やインターネット上では食品添加物は毒
とか、有害とか危険性を煽るような情報があふ
れかえっている。消費者や学生に食の安全性に
関するアンケートを行うと、不安に思うことの
上位に必ず登場するのが食品添加物である。
食品添加物は健康に被害を及ぼすものだろう
か。もしそうだとすれば、何のために、なぜ使
用されているのだろうか。「食品添加物」につ
いて科学的に考えてみたい。

2．食品添加物はがんの原因？
平成 27年に内閣府食品安全委員会がおこ

なった「食品に係るリスク認識アンケート調査」
で一般消費者 3600人に、「食生活でがんの大き
な原因になるもの」を挙げてもらったところ、
1位がタバコで 2位が食品添加物であった。と
ころが、同じ質問を食品安全の専門家 161人に
すると 1位タバコ、2位加齢、3位飲酒で、食
品添加物は 10位以内にも入っていない。この
結果は、消費者は食品添加物について「誤解」
や「思い込み」があるのではないかということ
を示している。

3．食品添加物の定義と分類
食品衛生法では、「添加物とは、食品の製造
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の過程において又は食品の加工若しくは保存の
目的で食品に添加、混和、浸潤その他の方法に
よって使用するものをいう」と定められている。
つまり、食品を加工、保存する際に使用される
ものはすべて添加物であり、天然物か合成物か
は関係がない。たとえばイチゴ果汁などの食品
由来のものでもお菓子を作るときに添加すれば
「添加物」となる。
食品添加物は、指定添加物（449品目）、既

存添加物（365品目）、天然香料（約 600品目）、
一般飲食物添加物に分類されている（平成 27

年 9月 18日現在）。

4．食品添加物の役割
食品添加物は私たちの食生活で重要な役割を
果たしている。食品の製造加工には必要不可欠
であり、たとえば豆腐を固めるための「にがり」、
中華麺に独特の色合いとコシを付与する「かん
すい」等が例としてあげられる。その他にも、
食品の栄養価を維持させる（ビタミン、ミネラ
ル）、腐敗、変質、その他の化学変化を防ぐ（保
存料、殺菌料、防かび剤、酸化防止剤）、食品
を美化し、魅力を増（着色料、甘味料、香料）
などの役割がある。
また、ある物質が食品添加物として指定さ
れるには、①安全性が実証または確認されるこ
と、②消費者にメリットがあること、③すでに
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使用されているものと比較して同等以上の効果
を発揮すること、④原則として化学分析などに
より添加したことが確認できること等が必要で
ある。

5．食品添加物の安全性評価と使用基準
食品添加物の使用については厳しいルールが
あり、動物実験の結果や日常生活で摂取される
量などから安全に使用できる量や使い方が科学
的に定められている。
実験動物を用いた安全性試験として、一般毒
性試験（急性毒性試験、慢性毒性試験）、特殊
毒性試験（繁殖試験、催奇形性試験、発がん性
試験、抗原性試験、変異原性試験、一般毒性試
験など）が行われ、健康に影響を与えない最大
の量である「無毒性量」が決められる。その「無
毒性量」に、動物とヒトとの感受性の違いを考
慮して 1/10、さらにヒトでの性、年齢差などを
考慮して 1/10、すなわち、1/100を掛け「1日
許容摂取量（ADI）」を求める。「ADI」は、そ
の物質を一生涯毎日食べ続けても健康に害を及
ぼさない量である。

1つの食品添加物は複数の食品に使用される
ので、それぞれの食品に対して仮に基準一杯使
用しても、合計が ADIの 80％以下になるよう
使用基準が設定されている。

6．食品添加物の表示
使用した添加物は原則としてすべて物質名を
表示しなければならないが、消費者にわかりや
すいように簡略名も使うことができる。また、
消費者の関心の高い甘味料、保存料、着色料な
ど 8種類の用途については、甘味料（アセスル
ファム K）のように、用途名と物質名を併記し
なければならない。加工食品のパッケージには
原材料名の次に使用された食品添加物が記載さ
れているので消費者が知ることができるように
もなっている（平成 27年 4月以降は 5年間の

猶予期間を持って原材料名と食品添加物名を明
確に区別して記載）。
記載されている添加物の数が多いと感じるか
もしれないが、添加物は物質名を記載し、原材
料名は物質名ではなく塩飯、ハンバーグ、ポテ
トサラダなどといった表記である。これを添加
物と同様に物質名で記載すると、塩飯だけでも
ナトリウム、カリウム、リン、アミロース、ア
ミロペクチン、グリシン、アラニン・・と膨大
な数になることを知っていただきたい。数が多
いから不安であるというのは科学的ではない。

7．おわりに
安全な添加物（食品）、危険な添加物（食品）
があるわけではなく、どれくらいの量を摂取す
るかが重要である。現在使用されている食品添
加物について必要以上に気にする必要はない。
使える食品添加物はリストに載っているものだ
けであり、これらの添加物は安全性試験を行い
ADIから使用基準が決められているか、長年の
食経験から安全と判断されているものである。
添加物の摂取量調査の結果、摂取量は ADIに
比べて極少量であり、国や地方自治体は違反が
ないかチェックしている。
食の嗜好や選択はもちろん消費者の自由であ
るが、消費者の不安心理を煽ることを利用して
いるようにも見える「あぶない本」や「無添加
食品」などを一方的に鵜呑みにすることなく、
食品添加物の「ほんとうの話」も理解していた
だいた上で、豊かな食生活を楽しんでいただけ
たらと思うものである。
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